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※「正当な理由」の判断基準及び取扱事項参照

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算判定手続きフローチャート　【四日市市】

判定期間中、事業所
が開業していない期
間が１か月以上ある

今回の判定の対象となりませ
んが、「様式１」を全サービス分
作成し事業所で保管してくださ
い

減算適用 減算不要

ＳＴＡＲＴ

新規・区分変更・更新時に説明
した利用者の確認書である「様
式３」をサービス種別ごとに作
成し、事業所に保管する

「様式１」「様式２」
「様式４」を四日市市
役所介護保険祉課
へ提出

「様式１」「様式２」を
四日市市役所介護
保険課へ提出

四日市市で審査
（審査中、事業所に保管頂いた
「様式３」（確認書）の写しを追
加提出していただくことがあり
ます

減算要件該当通知
（正当な理由が認め
られない場合）

減算を適用する必要
がない旨の通知

「様式１」を全サービ
ス分作成

割合が80％を超えたサービス
が１種類以上ある

事業所で書類を保
管してください（２年
間）

80％を超えたサービスごとに
「様式２」を作成

正当な理由⑤（※）が該当する

理由⑤（※）に該当する利用者
の一覧表「様式４」を作成し、事
業所に保管する


